
第3章 文化の競争=選 挙 デモクラシーの限界

依 田 博

は じ め に

いつだったか、記憶は定かではないが、 ミス ・ユニバースのアメリカ代表に黒人 と白人を両

親に持つ女性が選ばれ,たことがあった。たまたまそれをTVで 観ていて、予選の段階か ら彼女

以外の候補者の全員がかすんでしまうほど、彼女は光輝いていた。

「ミスコン」が批判 され るようになってか らもう随分 と経つ。男 と商売の眼鏡 にかなうこと

が審査の基準であ り、それは女性蔑視、女性差別、性の商品化だ と喧 しい。ある所得や名誉 を

得 るために、個人の才能 を磨 くことは、あるいは磨かれた才能に所得が伴 うことは、世の中で

はごく普通の事態であろう。そして、 どのような才能が どの程度の収入と結びつ くかは、社会

や時代 によって一定 しない。だが、いつでもどこでも共通 しているのは、磨かれない才能は少

な くとも高い収入 と結びつかないことである。

批判されているミスコンにして も、たとえば両親から受け継いだ体型や体質を磨かなければ、

コンテス トへの出場 もさることなが ら、 出場 しても入選できない。体型を維持するだけではな

くシェイプア ップをはかるためにエステティック ・サロンに通い、食事 に注意 し、肌や髪の手

入れのためにシャンプーや化粧 品にも注意を払う。それはそれは涙 ぐましい努力、半端でない

努力を必要 とす る。米国三井物産副社長寺島実郎氏が秘書スタッフの募集をしたとき、明 らか

に秘書 としての基本的能力に劣る応募者が高額の報酬を要求す るので、いぶかって尋ねたとこ

ろ、「だって私、美人だもの」 と答えたとい う(寺 島1995:30)。 彼女は、美人であ り続ける

ことの努力を秘書の基本的能力の開発への努力よりも優先 していたにちがいない。この女性の

態度にあるように、女性の社会的競争への参加が極めて限定されていることを無視 して ミスコ

ンを無邪気に礼賛することはできないことはい うまでもない。

受験競争で、朝か ら夜中まで勉強に時間を使 う、学校に加えて予備校に通 う、 これ らの努力

は、賞賛の対象 となる。 ミスコンでの努力も、賞賛の対象 となったとしてもおかしくはない。

ある努力が社会 の賞賛の対象 となるのは認められ、他の努力がその対象 となっているのを認め

ないのは、 どのような評価基準 となっているのであろうか。

それを資本主義社会の宿命 と観 るのか、あるいは社会そのものの特性 と観るのか、そのこと

はここでは論 じない。指摘 したいのは、価値あるもの(こ と)を 選ぶ ときに、多くの場合、競

争が伴 う。受験、就職、婚姻、入札、計画、そして制度(文 化)も 、競争を免れない。

明治期、 そして昭和の戦後期 にわが国は、大 きな選択 を行 った。 まげを切る、和服 をやめて

洋服 を着 る、獣肉食を始め る、ジーンズをは く、ポップスを聴 くといった庶民的な選択に加え
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て、欧米の政治制度に倣った諸制度 を導入するという国家の根本にかかわる選択 を行 った。明

治憲法体制の選択は、徹底 していた。議会を起 こし、内閣を作 り、選挙 を制度化 し、地方制度

を整備 し、 さらに私法の体系を導入する。いずれも欧米の諸制度を研究 した結果である。 どの

ような制度がわが国に相応 しいものかを十分 に検討 したに違いない。昭和憲法は、GHQ民 政

局の草案に基づいて選択 を強いられたとして も、選択 したことには変わ りがな く、そのキーワ

ー ドは民主化であった。2つ の憲法の導入時には、政治制度だけではな く、経済 を含む社会制

度 も欧米のものを大幅に取 り入れている。

1970年 代の2度 の石油ショックをわが国の経済界は、他のどの先進国の経済界 よりもうまく

乗 り切った。俄然、「日本的経営」システムが注目を集め、たとえば、 トヨタ自動車工業の 「看

板方式」は、国際的注視の的 となった。MITグ ループがまとめた報告書 『メイ ド・イン ・ア

メリカ』は、 日本人が読むと、こそばゆいほど日本の諸 システムに対 して最大級の賛辞 をお く

っている。欧米から多 くの諸制度 を導入 して きた 日本が、制度を世界に輸出した希なケースと

して、 日本的経営 を日本人の経営学者も自信たっぷ りに世界に紹介 した。それに便乗す るかの

ように、 日本的経営 システムの文化的基礎 としての 「日本的集団主義」 を普遍的価値 を持つも

のであるとの議論 も活発になされた。そ うであるか どうかは、今後 どれほ どそれが世界に受け

入れられていくかを見守 らなければならないが、少な くともいえることは、世界の企業が厳 し

い競争環境の もとでな りふ り構 わず経営組織の見直 しと選択を迫 られている状況は、今後 さら

に強まるであろう。

従来、政治制度の比較研究は、先進国 と途上国の間で行われ る傾向にあった。その典型は、

近代化論に基づ く地域研究であった。その研究では、先進国を進んだ国、途上国を遅れた国 と

して、遅れた国が進んだ国になるための条件の探求が行われた。すなわち、先進国にあって途

上国にない条件 を探 り、それを発見 して、次にそれを途上国が備えるにいたるためには、どの

ような条件を必要 とす るかが課題 とされた。進んだ国のモデルとなったのがアメリカである。

まず、アメリカ的政治制度 を移植 して政治的近代化を図 り、農業に依存 した経済を第二次産業

の比重の高い経済に移行 させる。生活様式 もアメリカン ・ウエイ ・オブ ・ライフともいうべ き

消費中心の生活 を良 しとした。これらは、途上国に激変をもたらした。若者たちは、伝統的生

活様式 よりもアメリカ的生活様式に魅力を感 じ、高収入の機会 を求めて農村から都市に殺到す

る。途上国における都市の人口爆発は、かつて先進国が産業革命期に経験 した都市の人口爆発

をはるかに上回る規模で起 こり、政治的にコン トロールで きずに都市の内外にスラムを発生さ

せ た(Osteria1991:1-17)。

政治のセンターである都市の人口爆発は、政治不安 を助長 した。途上国における民主化は、

先進国の民主化が 「制限選挙」の段階を踏んで時間をかけて、いいかえれば政治的にコン トロ

ール可能な範囲の中で行われたのとは異なって、一気に大衆民主主義の段階に進 もうとするも

のであった。先進国でさえ、その民主化の過程 において労働運動 をは じめとする広範な大衆運

動を経験 し、時として 「非合法」 を理由 として弾圧 を加えるなどしてそのコン トロールにエネ

ルギー を費や してきた。途上国の 「開発独裁」 を民主主義の逆行 と見るのか、あるいは、先進

国がかつてその産業発展の過程において制限選挙 を通 じて大衆運動をコン トロールした経験 を
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現在の途上国 も味わうことを余儀な くされていると見るのか、その評価 は、分かれるところで

あろう。確かなことは、途上国がその巨大 な大衆運動 と、本来 「制限選挙」時代のエ リー ト、

それも相対的に少数であ り、かつ相対的に高い同質性を示 していた時代 の決定規則である 「多

数決原理」 との矛盾に苦 しんでいる事実である(1)。

後に見 るように、多様 な、そして広範な社会階層の、多様かつ広範な政策需要に対 して、「多

数決原理」は、政治不安 を助長する。 ここにいう 「政治不安」 とは、権力の形成 と交代 を公式

の制度か ら逸脱 して行お うとする政治運動が発生 している状態 を指す。 したがって、政治不安

の程度は、 この タイプの政治運動の規模に比例する。

先進国の現在の民主主義 も矛盾を示 しつつある。1973年 の第一次石油危機によって深刻な経

済不況に陥った先進国は、経済再建の協調体制構築をテーマ としてフランスのジスカール ・デ

スタン大統領(当 時)の 提唱のもとに1975年 に主要先進国首脳会議(サ ミット)の 第1回 目を

開催 した。 このサ ミッ トも、いまでは国内問題 に忙殺 されて国際協調体制 を考える余裕のない

各国首脳の愚痴のこぼ し合いの場 と記念写真の撮影の場 となってしまった。サ ミットが有効で

あるのは、その参加国に共通の 「敵」がいる場合であ り、そうでないときは国家利益のぶつか

り合 いの機会 となるにす ぎず、限定的な国際問題の解決すらできない。各国首脳は、次の選挙

で再選する、あるいは与党が再度政権 を担 うことに腐心して、国際秩序のあ り方を論 じられな

いのである。

選挙の機能は、V・0・ キー、Jr.の 「賞罰理論」にあるように、そしてダウンズ ・モデル

が前提 しているように、有権者が政府、政党、政治家の行動 を評価 して、評価結果がプラスの

ときには、それらに投票 し、マイナスの ときには別の政党、政治家に投票することにある。 い

いかえれば、ある政治的 リーダーに権力を与え、別のそれか ら権力を剥奪することが選挙の機

能である。民主主義は、権力の客体である一.の 有権者がその主体 を選択する権利を保証する

イデオロギーであり、 このイデオロギーのもとで有権者の政策選好に政治的 リーダーが反応す

ることを義務づけている。このイデオロギーの制度化が競争的選挙制度であることはいうまで

もない。

後に詳 しくみるように、アメリカの選挙制度は、得票差選挙制度(pluralitysystem)に 依

拠 している。すなわち、1票 でも他 を上回れば勝利を独 占できる制度である。もし社会の少数

派 と多数派の関係が構造的に固定 しているならば、得票差選挙制度のもとでは、その関係は政

治的にも固定 される。集票のためのコス ト負担は、社会の全員 を対象 とする必要はなく、極論

すれば、対立する陣営に対 して1票 でも上 回る集票であれば十分 である。わが国の場合、組織

票がそれにあたり、個々の候補者は、まず安定 した集票のために組織票の獲得 を目指 し、当選

のための保険 として浮動票にアピール しようとする。候補者 も政党 も、組織票や固定票 を失 う

ことを極度 に恐れる。こうして、社会の少数派 と多数派の関係 は、政治的に も固定化す る可能

性がある。 このようなシステムでは、少数派の利益は、多数派への利益配分に余裕がある限 り

において政策上考慮 されるにす ぎないことになる。

政治家が選挙に最:大の関心 を払い、そのことが彼 らの政策行動を規定するとの研究は、 多数

にのぼる。 この小文 は、次のような筆者の全体構想のための試論である。すなわち、先進工業
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国の政治制度、 とりわけ選挙制度 ならびに合意形成制度 と経済パフォーマンスとの関係の分析

を通 じて、 どの社会が人々が最 も機嫌良 く暮 らす ことができそうなのか を検討する。いいかえ

れば、文化 をコンテス トの遡上にあげてみようというのである。ただし、本稿 は、アメリカを

主 として遡上にあげて、その全体構想の意義を検討 し、よ り詳しい分析は、別の機会に行 う。

第1節 紛 争 と政 治体制=本 章の よ り詳 しい意図

人類はか くほ どまでに喧嘩好 きか と思えるほど、紛争騒 ぎが絶えない。玩具の奪い合 いか ら

はじまって、夫婦喧嘩、水争い、宗教紛争、民族紛争、資源紛争、その数 と種類は無限にある

ようにも見える。

20世 紀 もあ と数年 で終 えようとしているが、 この世紀 も紛争の100年 であった。大小様々な

紛争が発生 した。大 きなものとしては、 日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦、 日中戦

争、朝鮮戦争、中東戦争、ベ トナム戦争、アフガン紛争などをあげることができよう。また、

深刻な事態 と化 しているボスニア情勢 も、現代史に残る大規模紛争の可能1生を示 しつつある。

これらの紛争や戦争がいかに大規模なものであったのかは、それに費やされた戦争費用から

も推定 される。朝鮮戦争やベ トナム戦争に対 しては、戦争の当事国であったアメ リカが負担し

た戦争費用(1967年 価格換算による実質支 出額)は 、それぞれ693億 ドルと1,488億 ドルであっ

た(合 衆国商務省センサス局編1993:341)。 当時の1ド ルが360円 であった日本円に換算す

ると、それぞれ24兆9,480億 円と53兆5,680億 円であった。ちなみに、1967年 度のわが国のGNP

は、46兆2,390億 円である(矢 野恒太記念会編1991:108)。2つ の戦争 の費用が単年度で支

出されたわけではないにしても、巨額であることにはかわ りがない。湾岸戦争では、 日本は総

額140億 ドルの出費 を強いられ、 これはわが国GNPの 約0.4%に あたるが、紛争の他方の当事

国であるイラクの約3分 の1、 クウェー トの約2分 の1強 であった。ただし、この費用には、

後に掃海艇 を湾岸地域に派遣した費用は含 まれてはいない。

本章の意図は、選挙デモクラシーの限界 を論 じつつ、紛争社会における和解型政治経済モデ

ルの可能1生を探 ることにある。和解型政治経済モデルは、「合意」を優先 した政治制度 と、市

場 を通 じた所得分配(家 計)の 不平等を政府 を通 じた社会保障政策 と教育政策で調整す る経済

システムから構成される。政治的な和解 は、経済的不平等 と両立せず、経済的平等によっての

み維持されると前提す る。

当該モデルの可能性 を検討する意義は、なによ りも紛争の社会的コス トが浪費であ り、それ

を負担す ることが非合理的であるところにある。紛争社会の存在 は、紛争に要する費用が極め

て大きく、それを回避することが合理的であると考えられる。第一に、紛争の費用は紛争社会

に とって大きな負担である。国内が戦場 となれば、住宅をはじめ とす る民生用の諸施設が破壊

され、インフラに対 してもかなりの打撃 を与え、その復 旧には相 当の費用を強いることになる。

もし紛争が起こらなければ、負担 しな くとも済む費用である。

第2に 、費用は、紛争社会のみならず紛争の非当事社会にも負担を強いる。たとえば、難民

救済、調停、紛争遂行などの費用は、非当事社会の負担である。また、紛争による広域的な地
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域的不安定は、国際貿易に不確定の変動要因をもたらし、経済的非効率の原因 となっている(数

次の中東戦争、イラン ・イラク戦争、湾岸戦争、 ボスニア紛争)。 したがって、紛争社会に和

解 をもたらすことは、紛争社会のみならず非当事社会にとっても合理的である。

ただし、当該モデルの対象は限定 される。すなわち、紛争社会の うち、近代化(modaniza-

tion)へ の衝動が大衆の行動 を規定 している社会である。た とえば、伝統文化 を物質的豊かさ

と両立させる衝動に よって規定されている社会である。政治的和解 を別の言葉でいえば政治的

統合であるが、政治的統合が動揺す る一つの原因が経済的不平等にあり、経済的不平等が政治

過程によって調整 されない ときには、その動揺が一層深まると考 える。経済的に劣位に置かれ

た何 らかの社会集団がその改善を望みつつ も、政治体制が民主的であるにもかかわらず、それ

が何 らかの事情により果たせ ないとき、紛争が発生する。

多 くの紛争社会は、第2次 世界大戦後に何 らかの仕方で国境 を定め られた社会であ り、その

ほ とんどが非西欧圏に属 している。西欧社会 の民主主義が、徐々にその制度を社会に浸透 させ

る時間的余裕 を与えられたの対 して、非西欧圏のほとんどの社会は、戦後に民主的な政治制度

で社会全体 を一気に覆 うことか ら始 まった。西欧圏での競争的政党制 と普通選挙制度 との組み

合わせは、同じく戦後において一般化するが、それ以前において制限的選挙制度の経験 を有 し、

その時期において産業革命 と経済発展を達成する。いいかえれば、その時期において、国家 目

標に動員される政治エ リー トは、ご く限 られた社会階層か ら補充されていたために、比較的容

易に彼 らを国家 目標に動員することが可能であった。他方、非西欧圏の社会は、制限的選挙制

度の経験す ら有 さず して、民主主義 と経済発展を同時に達成す るという困難な課題を担わされ

たのである。そこでは、小規模 の極めて伝統的な社会が寄 り集 まって全体 を構成 し、それらの

社会の リーダーたちを徐々に国家体制に組み込んで行 くだけの時間的余裕がないままに一般大

衆までをも政治に巻 き込んだ。 リーダー層 とフォロワー層 との間の経済的不平等は、直ちに後

者の政治的不満 として政治過程に入力され る。西欧近代史において、ほとんどのフォロワー層

が政治過程 にその不満 を入力させ る公式の政治的チャンネルを与えられず、社会運動 として非

公式のチャンネルに依存せ ざるを得なかったことを思えば、非西欧社会での民主化による政治

的エネルギーのコン トロールが容易でないことを十分に推定される。いいかえれば、紛争は、

政治的 コン トロールの失敗から引き起 こされるのであって、失敗 を回避す るための制度上の仕

組みが欠如 していると考 えられる。そ して一度紛争が発生 し、それが武力衝突を伴 うものにな

ると、たちどころに解決 困難なものとなり、 その社会的コス トは一気に引き上げられてしまう。

ヒュー ・ミアル(英 王立国際問題研究所研究員)は 、多 くの紛争事例研究か ら、350件 の紛

争を検出し、その うちヨーロッパ、中東、アフリカの三地域の81件 に関 して1985年 時点でそれ

らの紛争が どのような状態にあるかを分析 した。彼によれば、81件 の紛争中、大規模 な武力行

使 に至 った ものが最大多数の42%を 占め、紛争が武力行使を伴わない段階にとどまった(と ど

まっている)も のが26%と 最 も少ない。 しか し、1985年 時点での紛争状態 を見ると、武力行使

を伴わない紛争の解決率が圧倒的に高 く、大規模な武力行使 まで発展 した紛争が僅かに3分 の

1の 解決率 でしかない。紛争の当事者が武力行使 を自制できている状態で如何にして紛争 を解

決に導 くことができるかが肝心なこ とである(ミ アル1992:120-126)。
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本章の意図が非西欧社会 での政治的エネルギーの民主的 コン トロールの制度を検討す ること

にあるこ とは、上記の議論か ら明らかであろう。このような議論は、アメリカ政治学において

も軽視 されてきたものである。む しろ、アメリカ的政治制度の移植がこれらの社会での紛争の

激化の遠 因になっていると考える。民主主義の諸制度は、必ずしもアメリカ的なものだけに限

定されない。後に紹介するレイプハル トは、民主主義の諸制度がアメ リカ的なものに限られる

かのように主張す るアメリカ社会科学研究 を批判 して、「多極共存型民主主義」 を提唱してい

る。提唱されたモデルの普遍的妥当性に関 しては議論の余地があるが、アメリカ的政治制度以

外の民主的政治制度の研究 を刺激:したことは評価 してよい。

ところで、戦後の非西欧社会への政治制度の輸出におけるアメ リカの役割は極めて大 きなも

のであった。その際に、アメリカの政治制度が輸出品目を占めるのであるが、 日本の道路事情

や経済力、そしてエネルギー ・コス トを考慮することな くアメ リカ製の図体ばか り大 きな自動

車 を輸出しようとして、売れずに文句ばか りたれる自動車メーカーのように、アメリカの政治

制度が輸出対象 となった社会になじむ ものであるのか どうかの検討が十分になされることはな

かった。 そこで、まず、アメリカの社会状況 とアメリカ政治学研究を検討 し、いかにアメリカ

の政治制度がアメリカ社会においてす ら矛盾をはらんでいるかを明 らかにし、そのうえで和解

型政治経済モデルを検討す る。

第2節 戦後 アメ リカの社会状況

20世 紀のアメ リカ政治学の主要な関心領域は、「社会 のコン トロール」にあった。いいかえ

れば、政治学者は、政治システムの最適制御 を通じて社会 をコン トロールすることができる、

との信念に基づいて研究 を行 ってきた。経済学が精緻な理論を構築することによって経済シス

テムをコン トL7一一ル しようとしてきたが、政治学は、社会 システム全体のコントロールを学問

的責務 と感 じたのである。大胆な言い方をすれば、アメリカの政治学者たちは、彼 らの政治制

度が政治学の基本問題である権力のコン トロールに関する最適解 であると思いこんだに違いな

い。ア リス トテレスの政治学、プラ トンの哲人政治、ホッブスのレバイアサン、ルソーやロッ

クの社会契約論のいずれ もが権力の社会的コン トロールの可能性を探 るものであった。アメ リ

カ政治学 は、この課題 を解決 した と考えた。多元主義モデルにおける 「利益の均衡化」仮説 も

その解決 を宣言す るものであった といえよう。権力の社会的コン トロールの最適解であるアメ

リカの政治制度を通 じて、社会 をコン トロールすることが次の政治学者の課題であると認識し

た。

アメリカ政治学が 「科学」 としての研究に着手した20世 紀前半に、世界は未曾有の危機 を経

験 した。第一次世界大戦や世界恐慌のような地球的規模の危機に加 えて、世界秩序に激震をも

たらした 日露戦争、二次にわたるバルカン戦争、そしてロシア革命など局地的危機である。い

ずれも、政治がその危機の直接的な引き金 を引いた。

危機 の時代に、福音 となったのがケインズ革命である。同革命は、経済をしてレッセフェー

ルに決別 させたばか りではなく、政治が社会 をコン トロールすることができるとの自信 を政治
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家 もしくは政治研究者に与えた。一連の危機 も、世界恐慌 を除けばすべて自国以外の危機 であ

り、 自国の危機克服の自信 は、他国の危機の克服や回避の手だての発見への政治研究者の意欲

と使命 を一層かき立てたに違いない。

第二次世界大戦が1945年8月 に戦闘状態が終結 し、戦時体制に巻 き込 まれていた研究者が研

究生活を再開する。そうした状况のなかで、戦後初のアメ リカ政治学会が開催 され、会長演説

を行 ったガウスは、政治学者の社会的責任の自覚 を促 し、原子力時代における平和の維持への

貢献 を訴.Zた(Gaus1946)。

政治学以外の戦後のアメリカ社会科学 も、政治による社会のコン トロールを過剰に期待 した。

たとえば、マスグレイブの財政理論は、政府による財政政策が経済の健全 な推移 を可能にする

と期待 した(Musgrave1959)。J・M・ ブキャナンの公共選択論は、社会契約の概念に依

拠 しつつ、交換によるパ レー ト最適の達成が信頼関係に憲法的裏付け を与 えない と困難である、

すなわち信頼関係 を維持 しようとはしないプレーヤーに制裁 を発動する権力機構 に依存す ると

考えた(Buchanan1975)。

だが、戦後の世界は、人間の限られた知識、情報、テクノロジーをもってしてもコン トロー

ルす ることが困難なほど規模が拡大 し、多元的構造を持つに到 っている。果たして政治学者の

手に負えるであろうか。

不平等社会 ・アメ リカ

1992年5月 に起 こった 「ロス暴動」は、 白人警察官による黒人への暴行事件が裁判で無罪 と

なったことに端 を発 しながらも、暴動の実態は、黒人やプエル トリコ人などによる韓国人への

襲撃であった。発端 と暴動の実態 との矛盾がロス暴動の本質に潜むアメリカの病巣である。

この病巣を示す印象的なデー タがある(表1)。1990年 時点での人種別世帯収入 をみると、

5万 ドル以上の富裕層は全体 で30.5%で あるのにたいして、白人のそれは32.5%、 黒人14.5%

であった。その逆に年収5千 ドル以下の貧困層は全体で3.6%に とどまるが、白人は2.5%と さ

らに少な く、黒人は11.5%で あった。1991年 時点での失業率は全体で6.7%で あるが、白人6.0

%、 黒人12.4%で あった。所得 と労働 という生活の基本的条件に関して、黒人は白人 と比べ る

と悪い条件のもとに置かれている。データでは示 さないが、それでも黒人の生活条件は全体 と

してみると随分 と改善されてきている。

だが、新参の人種集団であるアジア系の生活条件 と比べると、黒人たちのいらだちが手に取

るようにわかる。年収5万 ドル以上の富裕層がアジア系では40.7%と 最 も多い。アジア系や 白

人の場合には、所得の多い所帯ほど少ない世帯に比べて数が多 くなる傾向にあるが、黒人や ヒ

スパニ ック系ではそうした傾 向にない。学歴 をみても、1991年 時点で25歳 以上の人口に占め る

4年 生以上大学の修了者は、全体で21.4%で あるが、アジア系はその倍に近い39.0%に 及び、

白人よりも多 く、黒人の3倍 以上、ヒスパニック系の4倍 となっている。

以上のような人種間の経済的不平等だけがアメリカ社会の特徴ではない。基本的には、アメ

リカは、経済的不平等の社会である。表2に あるように、家計所得の5分 位、すなわち家計所

得 を金額順 に並べて家計の数で5等 分 してそれぞれの当分内の家計所得の合計の全合計に対す
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表1人 種 別社 会 ・経 済的 諸特徴(1991)(%)

25歳 以上 人 口に 占め る大学4年 以上 の修 了者

全 人種 白 人 黒 人 ア ジア ヒスパニック

21.422.211.539.09.7

労働 力人 口にお け る失業率

全 人種 白 人 黒 人 ア ジア ヒスパニック

6.76.012.46.39.9

1990年 の所帯 収 入(ド ル)

全 人種 白 人 黒 人 ア ジア ヒスパニック

5,000未 満3.62.511.53.96.3

5,000-9,9995.84.714.14.612.3

10,000-14,9997.57.011.35.712.6

15,000-24,99916.416.019.512.521.7

25,000-34,99916.216.514.012.816.6

35,000-49,99920.120.815.019.715.7

50,000以 上30.532.514.540.714.7

計100.0100.0100.0100.0100.0

注:「 ア ジア」 とは 「ア ジア ・太平 洋諸 島民」 で ある。

出所:合 衆 国商務 省 セ ンサ ス局 編1993:39-41よ り作 成。

表2家 計 の名 目所得5分 位

1990所得5分 位1980

全 所帯 白人 黒人

最 低 階層5.24.65.13.3

第2階 層11.510.811.18.6

第3階 層17.516.616.615.6

第4階 層24.323.823.625.3

最 高階層41.544.343.647.3

最 高階層/最 低 階層8.09.69.514.3

出所:合 衆 国商務 省 セ ンサ ス局 編 前掲 書:450よ り作 成。

る割 合 を み る と、 ア メ リカ の 家 計 の5分 の1で しか な い 「最 高 階 層 」 が 全 所 得 の40%以 上 を 占

め て お り、 「最 低 階 層 」 との 格 差 は1980年 か ら1990年 ま で の10年 間 で 拡 大 す る傾 向 を示 して い

る。 ア メ リカ は 、全 体 と して の 経 済 的 不 平 等 を縦 糸 と し、 人 種 間 の 経 済 的不 平 等 を横 糸 とす る

社 会 で あ る。

ち なみ に 、 日本 は 、1979年 で は、 そ の 格 差 は4.3で あ り、 当 時 の 先 進 資本 主 義 国 で は 所 得

分 配 の 最 も平 等 な 国 で あ っ た。 日本 が 高 物 価 社 会 と指 摘 され て 久 し い が 、 ア メ リカが 日本 な み

の 高 物 価 社 会 に な る と 「最 低 階 層 」 は ほ とん ど生 活 で き な くな るが 、 日本 は 、 「最 低 階 層 」 に

対 して も多 くの 所 得 を振 り分 け る こ とに よ っ て高 物 価 社 会 を作 り出 して い る。

ロ ス暴 動 は 、 この よ うな 経 済 的不 平 等 に端 を発 した もの で あ る。 事 情 は 異 な る が 、 ア メ リカ
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表3州 ・地 方 政 府 に 対 す る連 邦 政 府 補 助 金(1980年 を100と す る)

197019751980198519901991

総 額2654100(100.00)116148166(100.00)

国 防4080100(0.00)169259199(0.00)

天 然 資 源 、 環 境845100(5.86)767075(2.66)

エ ネ ル ギ ー59100(0.01)1069292(0.00)

農 業10671100(0.01)425226214(0.01)

輸 送3545100(14.31)130147152(13.08)

地 域 開 発2744100(3.42)807766(2.81)

教 育 、 雇 用 、 訓 練 、 社 会 事 業2955100(23.91)81106119(17.12)

障 害 者 補 正 教 育4465100(3.67)124132154(3.42)

学 校 改 善 プ ロ グ ラ ム1663100(0.01)92207238(0.01)

蕪 難民のための臙 一56…(o.・ ・)679289(0.00)

連 邦 直 轄 区教 育 補 助10093100(0.01)101128120(0.00)

職 業 、 成 人 教 育3376100(0.01)74151122(0.01)

労 働 奨 励 金2179100(0.00)722一(一)

社 会 事 業 一 州 へ の 助 成 金2174100(3.02)9999102(1.86)

人 的 資 源 開 発2552100(1.69)117146189(1.92)

雇 用 、 職 業 訓 練 援:助1540100(6.77)454948(1.96)

厚 生2456100(17.23)155279354(36.70)

所 得 保 障3151100(20.22)147192199(24.24)

州 へ の 家 庭 援 助 支 出5770100(7.95)126168186(8.89)

璧 塑 お よ び 特 別 ミル ク 、146、 。。(3.7。)、 。3、44、6。(3.56)
フ ロ クフム

住 宅援:助1339100(3.76)187277230(5.20)

退役 軍 人手 当 お よび援:護2036100(0.00)101149157(0.00)

出所:合 衆 国商務省 セ ンサ ス局 編 前 掲書:282よ り作 成。

注:()内 は構成 比。省 略 した項 目が あ るため に、構 成 比の合 計 は100.00に な らない。

小 数 点第3位 を四捨五 入 した。

の大 都 市 に お け る暴 動 事 件 は、1960年 代 に も頻 発 した 。1960年 代 の こ の経 験 は 、 果 た して 内政

に 活 か さ れ た の で あ ろ うか 。1970年 か ら1991年 まで の 州 ・地 方 政 府 に対 す る連 邦 政 府 補 助 金 の

内 訳 を み て み よ う。

農 業 を 除 く と、1970年 か ら同80年 ま で は 、 どの 項 目 も増 加 して い るが 、1980年 か ら同90年 ま

で は 、 増 減 に ば らつ きが あ る。 「農 業 」 は80年 代 の 前 半 に大 幅 に 増 加 し、 後 半 に急 減 す る。 し

か し、 そ の 構 成 比 は小 さ い。80年 代 に一 貫 して 減 少 し た の が 「地 域 開発 」 で あ る。 金 額 は 増 加

して い る も の の構 成 比 が 減 少 して い る もの に 「教 育 、 雇 用 、 訓 練 、 社 会 事 業 」 の 項 目が あ る。

そ の うち 、 「学 校 改 善 プ ロ グ ラ ム 」 は、 急 増 して い る もの の 、 構 成 比 は極 め て 小 さ い。 大 幅 な

減 少 は 、 「雇 用 、 職 業 訓 練 援助 」 で あ り、 指 数 ・構 成 比 と もに80年 代 に大 き く落 ち込 ん だ 。 「職

業 、 成 人教 育 」 は増 減 の著 しい 波 が あ る。

これ に 対 して 突 出 して金 額 も構 成 比 も増 加 して い る の が 「厚 生 」 の 項 目で あ り、 そ の ほ どん

ど は 「メデ ィ ケ イ ド」 で あ る。 ま た、 「社 会 保 障 」 も増 加 し た 項 目で あ るが 、 な か で も 「住 宅
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表4連 邦 政 府 の 目的別 歳 出(1980年 を100と す る)

、 構 成 比(%)19801985199019911992

19801992

支 出総額100160212234250100.00100.00

国 防10018922320422922.6820.83

国 際関係1001271081251402.151.21

所得 保 障10014817019722914.6413.43

健 康1001452493074083.926.41

メデ ィケ ア1002053063263705.438.04

社 会 保 障10015921022724220.0619.43

退役 軍 人手 当 とサー ビス1001241371481603.592.29

教 育 、 訓練 、雇 用 お よび社100921211341415
.393.05会サ ー ビス

商業 お よび住宅信 用100457158069281.595.91

運輸1001211381461603.612.31

天然 資 源 と環境100961231341462.351.37

エ ネ ルギー100562416401.720.27

コ ミュニ テ ィ/地 域 開発100687561671.900.51

農 業1002891351721951.501.17

純利 子1002463513703788.8913.48

一般 科 学、 宇宙 お よび工学1001482482762810.991.11

*:推 定値

「政 府一 般 」、 「司法省 」、 「非分 配相 殺収 入 」 の項 目を除い てあ る。

出所:合 衆 国 商務 省 セ ンサ ス局 編 前掲書:318-319よ り作 成。

援 助 」 の 増 加 が 著 しい 。

80年 代 は レー ガ ン とブ ッ シ ュ の 共 和 党 政 権 時 代 で あ る。 こ の 時代 は、 新 冷 戦 の 時 代 と し て、

ア メ リ カの 国 防 予 算 が 急 増 した 時代 で もあ り、 減 税 政 策 とあ い ま っ て、 連 邦財 政 に お け る赤 字

が 膨 張 し た 時期 で もあ る。 表4は 、 この 間 の 連 邦 政 府 の 目的別 歳 出 を ま とめ た もの で あ る。

本 稿 との 関係 で い え ば 、 「教 育 、 訓 練 、 雇 用 お よ び社 会 サ ー ビ ス」 は 歳 出全 体 の伸 び ほ ど増

加 して い な い こ とが 注 目 され る。 表3で も明 らか で あ っ たが 、 連 邦 政 府 が この 分 野 の支 出 を80

年 代 に 抑 制 し た事 実 が 明 確 に 示 され て い る。 これ に 対 して 、 「健 康 」、 「メデ ィ ケ ア 」 は 、 歳 出

額 お よ び 構 成 比 も上 昇 して い る。 国 防 予 算 に つ い で大 き な歳 出 項 目 で あ る 「社 会 保 障 」 は、 歳

出額 は 増 え て い る もの の 、 構 成 比 で は 減 少 して い る。

19世 紀 か ら20世 紀 の 時代 は 、 経 済 的 バ イ ア ス の 時 代 、 す な わ ち経 済 的 豊 か さが 人 生 の 中心 課

題 とな っ た 時 代 で あ る。 この よ うな こ とは 言 え ま い か 。 所 得 の上 昇 や 雇 用 の機 会 と関連 の 深 い

教 育 や 職 業 訓 練 の ため の 費 用 を抑 制 して 、 失 業 や 貧 困 に 直 面 す る人 々 へ の支 援 を強 化 す る。 ア

メ リカ の職 業 教 育 は 、 日本 の そ れ と異 な っ て 、 学 校 や 公 的 訓 練 教 育 に依 存 して い る。 し たが っ

て教 育 政 策 へ の 歳 出 を抑 制 す る政 策 は 、 人 々 の 経 済 的 自立 を促 さず 、 彼 らの政 府 へ の依 存 を 強

め て い く。 経 済 的 ア メ リ カ ン ・ ド リー ム を達 成 で き な い 人 々 に 、 そ の 夢 を達 成 した人 々 の 費 用

で政 府 が 代 わ っ て そ の 微 か な匂 い を嗅 が せ る。

ア メ リカ の 社 会 の 構 成 原理 は、 競 争 に あ る。 競 争 に参 加 す る機 会 は平 等 で あ るが 、 参 加 す る
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条件は不平等である。条件の不平等は、機会の形式的平等を経て、結果の不平等を拡大す る。

この条件 をより平等化することでなければ、機会の平等も、つ まるところ 「絵に描いた餅」で

しかない。これは、合衆国の建国の精神 である個人の自立に反す るのではあるまいか。暴動 は、

政治の失敗に対する態度表明である。

アメリカの政治制度 と政治の失敗

アメリカ人は、近代化に抵抗す る社会が存在す ることを理解できない。アメリカ合衆国の建

国は、18世 紀後半にイギ リスで起 こった産業革命 とほぼ並行 して行われた。進歩は、アメリカ

社会の建 国時からの国是であ り、それに対する疑いは微塵 も抱かれなかった。進歩は、アメ リ

カ人に とってあまりにも当たり前のことであり、アメリカン ・ドリームは、アメリカの進歩史

観の一つの産物である。 「『アメ リカ特殊論』の一つの特徴は、政治的近代化 を求める進歩運

動が生まれなが らの発展 として立ちあらわれ、外国 もしくは世界的な影響 とはみなされなかっ

たために、歴史的にはこの(近 代化 とそれへの抵抗 との間の)緊 張 を経験 しなかったことにあ

る。」(Pye1990:12)と のルシアン ・パイの指摘は、アメリカ政治学がアメリカ合衆国の建

国以来の歴史の特殊性への認識を欠 く可能性があったことを認め るものである。

確かに、イギ リスに始まる産業革命は、西欧社会全体に拡大 し、遠 く離れた日本にも及び、

それ らの社会が19世 紀から20世 紀にかけての約200年 間に世界中から富を吸収 し、経済的実力

を飛躍的に向上 させて きた。 それぞれの社会では、近代化への抵抗が全 くなかったわけではな

い。 しかし、それらの社会では、圧倒的な経済成長が近代化への抵抗を押 さえ込むことができ

たのである。

歴史の特殊性への認識 を欠 くと、不平等社会における貧困層が社会的上昇の機会 を得 るのが

困難であるこ とを理解できない。大都市におけ る貧 しきアフ リカ系アメリカ人の政治的態度を

分析 したコーエンとドー ソンは、大都市の中に形成 される貧困層の間の政治的ネッ トワークか

らも彼 らが政治的に孤立している事実を明らかにした上で、 「黒人の都市貧困層の政治的離反

は、部分的には彼 らの利害をアメリカ政治の主流に乗せて代表する政治指導者 と組織の欠如に

よる」 と主張する(Cohen&Dawson1993:298)。 森脇俊雅 も明らかにしているように、ア

メリカの選挙区再編成の規準の一つが 「連邦投票権法の規定、すなわち人種的 ・言語的マイノ

リティの代表選出力 を減退せ しめてはならない」がある(森 脇1994a:22;森 脇1994b)。

か くして、ゲ リマンダー ともいえるような奇妙 な形の選挙区ができあがる。このような規準が

あるにもかかわらず、アフリカ系アメリカ人は、下院では過小にしか代表されていないし、上

院には全 く議員 を送 り込めないでいる。

以下の2つ の表が明らかにしているように、約10%の 人口を擁す る黒人を人種的に代表す る

連邦議員は、下院でも最大6%の 議席を占めるに過 ぎず、上院にいたっては、1977年 の第95回

議会に1名 いただけである。 もちろん、非マイノリティ集団に属する連邦議員がマイノリティ

集団の利害 を政治的に代表することは可能であるし、民主党議員の多くはそれを代表 してきた

であろう。だが、これまでのデー タに よって も、マイノリティ集団の中でもアフ リカ系アメリ

カ人の置かれている経済的状况は、他のそれに比べて良好ではないし、それを改善す る適切 な
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表5ア メ リカ合 衆 国連邦 議 員

計 黒人 ヒスパ ニック

下院

第95回 議 会(1977年)435165

第96回 議 会(1979年)433165

第97回 議 会(1981年)435176

第98回 議 会(1983年)434218

第99回 議 会(1985年)4342010

第100回 議 会(1987年)4352311

第101回 議 会(1989年)4332410

第102回 議 会(1991年)4352511

上 院

第95回 議 会(1977年)1001一

第96回 議i会(1979年)100一 一

第97回 議 会(1981年)100一 一

第98回 議会(1983年)100一 一

第99回 議i会(1985年)100一 一

第100回 議i会(1987年)100一 一

第101回 議i会(1989年)100一 一

第102回 議会(1991年)100一 一

出所:合 衆 国商 務省 セ ンサ ス局 編 前 掲 書:264

表6居 住 人 口の構 成 比

19501960197019801990

白人89.388.687.685.983.9

黒 人9.910.511.111.812.3

その他0.70.91.32.33.8

出所:合 衆 国 商務省 センサ ス局 編 前掲書:16

政 策 も実 行 に移 され て き た と もい え な い。 そ し て、 小 選 挙 区制 を と る 限 り、 この 状 况 は変 わ る

ま い。 過 小 代 表 の 状 態 に 置 か れ て い る彼 らは 、 マ イ ノ リテ ィ の代 表 選 出 力 の 減 退 を 防 止 す る と

し た連 邦 投 票 権 法 の規 定 で は な く、 ど う して別 の 選 挙 区 制 度 、 た と え ば州 単位 の 比 例 代 表 制 を

要 求 しな い の で あ ろ うか 。

ア メ リカ の政 治 制 度 は 、 有 権 者 の代 表 と して2種 類の 直 接 選 挙 制 度 を維 持 して い る。 一 つ は、

大 統 領 選 挙 で あ り、 他 は 、 上 院 お よび 下 院 の 議 員 選 挙 で あ る。 大 統 領 選 挙 は 、 正 確 に は各 州 の

人 口 に比 例 して割 り当 て られ た大 統 領 選 挙 人 の 指 名 権 を争 奪 す る選 挙 制 度 で あ り、 勝 者 独 占 の

シ ス テ ム と な っ て い る。 す な わ ち 、 あ る州 で有 権 者 の投 票 を他 の どの 候 補 よ りも1票 で も上 回

っ た候 補 者 が そ の 州 の大 統 領 選 挙 人 の全 員 を指 名 す る こ とが で き る。 合 衆 国全 体 の 大 統 領 選 挙

人 の過 半 数 の 指 名 権 を得 た候 補 者 が大 統 領 に就 任 す る シ ス テム で あ る。

上 院 ・下 院 と もに 小 選 挙 区 制 で あ る。 小 選 挙 区 制 は、 や は り勝 者 独 占 に して 、 マ イ ノ リテ ィ

に 不 利 な制 度 で あ る。

この2種 類 の選 挙 制 度 を通 じて 選 ば れ た大 統 領 と連 邦 議 員 は、 教 科 書 の よ うな 権 力 分 立 の 原
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則に従って行動す る。立法権 は議会に専属 し、大統領ほかの閣僚は、原則 として議会に出席す

る義務 もな く、教書で議会に注文をつけるほかは形式的には議会への議案の提出権 も与えられ

ていない。そして、大統領は、有権者の手で直接選ばれるために、その職は議会の信任に依存

しない。 ときとして、議会 と大統領が対立 して、政策過程 は 「暗礁」に乗 り上げることになる

(Lijphart1992:15;Blondel1984)。 政策遂行者 としての大統領がこの暗礁を克服する方

法は、虚偽の、 もしくは誇張した情報 を議会に伝えてアメリカの危機 を喧伝 し、そ うして得 ら

れた議会からの全権 を断固とした政策 をもって行使す る.ことである。大統領による断固とした

政策行動 を有権者 も支持す る。大統領の職が議会の信任に依存 しないで、有権者の支持率に依

存するために、大統領 も常に有権者の顔色をうかがいつつ行動す るようになる。権力の正当性

を世論に依存す るといえば、大衆民主主義社会 としては当然のことのように思えるが、その「世

論」の一貫性は保証 されないし、政治指導者による誘導を免れないものである。非一貫的な世

論に依拠する行動は、かえって危機を深めることになりかねない(Lowi1979;Greider1992;

Linz1990)。 そもそも、世論には、その被操作性、その形成者の不確定性なども問題点があ

り、世論に依拠 した政治判断は、む しろ政治家の責任 を不明確なものにする。

大統領に比べ ると随分 と小規模であるが、連邦議員 も、有権者のうつろい易い、 しか し断固

とした利害に拘束 される。そこには、 シュンペータいうところの 「政治的企業家」の姿はない。

あるのは、選挙区有権者の利害に専 ら関心をもつ再選指向の強い政治家である。

以上のようなアメリカの政治制度は、政治の失敗の責任 を大統領個人、あるいは議員個人に

押 しつけ、彼 らを当選 させ るために一時的にせ よ協力 した組織の責任 を問 うことはしない。 も

しそ うでなければ、民主党の現職大統領が共和党の新人候補 に大差で敗れても、上院も下院 も

民主党が過半数 を占めるという 「変則的な」事態は起こ りようはず もない。

選挙が政党ではな く、個人をめ ぐって行 われるようになると、政治責任は個人の資質に還元

され、理論的な分析 を必要 としなくなるであろう。このような事態では、政党の諸機能の一つ

である争点 と政治責任の明確化 を確保することはできない(Crotty1986)。 議員 たちが推 し

た大統領が政治的に失敗 しても、それは大統領の失敗であって政党の失敗ではないために、彼

らは、政党の一員 としての責任 を問われることなく、大統領 とは切 り離し、選挙区への利益誘

導 を図って自身の選挙 を行 うことができる。現職議員の再選率が異常に高いのは、 このような

構造 によるであろう(Fiorina1977:41-49)。

もちろん、 まった く影響がないわけではない。1994年 の中間選挙の結果 は、大統領の人気 と

連邦議員の選挙結果が連動 した事例である。大統領個人の責任 と政党の責任 とが一体化すれば

す るほど、政治家はその政治的な関心 を内政に集中させ るであろう。 その関心のために負担す

るコス トの効率化 をはかるために、政治家の行動をよ り限定的な利益配分 に貢献 しようとす る

であろう。
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1ア メ リカ合衆国の政治学的検討

アメリカ合衆国の大統領選挙は、予備選挙 をはじめ としていつ もお祭 り騒ぎである。 それは、

何でもお祭 り騒 ぎにしてしまう陽気なアメリカ国民にとっても4年 に1回 の最大のイベ ン トで

ある。 日本 では、行政の長は議会が選出することになっているので、全国民を巻 き込んだにぎ

やかな大統領選挙に比べると盛 り上が りに欠ける。 もしアメリカ合衆国から大統領選挙 をな く

す とどうなるであろうか。多民族 ・多人種社会の脆弱なナショナル ・アイデンティティを強化

す るために、常に全国民の心を一つにする企てを必要 としている彼 らのことだか ら、恐 らく別

のイベ ン トを発明するか も知れない。 しか し、それが大統領選挙ほどのお祭 りとはならないだ

ろう。

経済学に 「市場の失敗」 という概念がある。それは、分割不可能性 と排除不可能1生の両方の

性質、あるいはいずれかの性質を持つ財 もしくはサー ビスを、市場において需要があるにもか

かわらず、その財やサー ビスの性質のゆえに市場を通 じて供給できないことを意味する。いい

かえれば、市場 を通 じた財 もしくはサービスの供給は、パレー ト最適を達成できない。政治に

よるリカヴァ リーによって市場の失敗を、すなわち政治が市場に代わって供給することができ

る。 しか し、それは、「ある程度」 であって、完全な リカヴァリーではない。政治 も失敗する

からである。

政治 とは 「社会に対する諸価値の権威的配分」であ り、政治学はそれを研究する学問である

(Easton1953:129;邦 訳1976:136)。 これは、D・ イース トンの有名 な定義 であ り、こ

の定義は、政治研究者の間では半ば常識のものとなっている。市場の失敗が財やサー ビスの性

質によるが、政治の失敗は、政治のキーワー ドである 「権威」の性質によるのであろうか。そ

れを論 じる前に、 「価値」の説明を行ってお きたい。

価値は必ず しも肯定的なものとは限らない。課税や徴兵は、人々の苦痛を伴 うもので もある

が、負担す ることも政治によるある者たちに対す る一つの価値配分である。他方、公的扶助制

度 を充実 させ たり、大 きな自然災害に対 して救助の体制を整備 したりするの も、政治による別

の価値配分である。

価値配分の構造は複雑である。課税 を通 じた価値配分 を例に とれば、個人所得へ の課税、法

人所得への課税、消費活動への課税など、そ れぞれ課税原則ならびに税率は一.で はな く、同

じ源泉への課税にして も社会によって様々な課税が行われている。ある社会が どのような税制

体系を採用 しているかを見 ることは、いいかえれば、誰がどれだけ負担 しているかを見 ること

は、比較政治学研究の主要な比較のための規準となりうるものである。また、たとえば高速道

路の建設のように、ある者たちの立 ち退きという苦痛 とその苦痛への補償、道路建設の業者へ

の発注、建設後の利用者への利益、周辺住民への環境上の影響など、様々な配分 を伴って実行

に移 され る。

この政治が しば しば、あるいは時々失敗する。経済学の市場の失敗 と同じ意味で、政治の失
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敗 とは、諸価値の最適配分の失敗である。失敗は、政治決定の制度によって引き起 こされる場

合 と政策決定者の判断の誤 りなどによって引き起こされる場合 とがある。これらは、一般に「政

府」の失敗 として議論 されているが、私は、「政治」の失敗 と称 したほ うが適切 であると考 え

ている。ある個々の内閣や政権の政策運営上引き起こされる失敗 を 「政府の失敗」 と呼ぶべ き

であろうが、統治機構制度の作動 を通 じて引き起こされる失敗 をも 「政府」の失敗 と呼ぶのは

妥当ではない。いずれの場合に も諸価値の最適配分の失敗 として両者を総称 して「政治の失敗」

と定義する。

制度が引 き起 こす第1の 政治の失敗は、意思決定の規則が原因となる個人的合理性 と集団的

合理性 を一致 させ ることの失敗である。どのような社会で も、政策は、合理的に行動す る個々

の意思決定者の選好を何 らかの方法で集約 して決定される。だが、意思決定者の数が増え、集

約の方法がよ り民主的になればなるほど政策の最適性が失われ るか、あるいは非民主的な方法

によってのみ政策の最適性が確保 される。 これがアローの 「一般不可能性定理」である(Arrow

1963,1974;Frohlich&Oppenheimer1978)。 人々は、政策の最適【生と意思決定の民主性 を

天秤にかけて、双方が同時に満足 されないならば、後者を支持す るのが民主主義社会である。

意思決定のコス トと意思決定か ら発生す る外部 コス トとの和は、意思決定の規則 と関係する。

独裁は意思決定の コス トがゼロであるのにたいして、外部 コス トは極大であ り、全員一致は外

部 コス トがゼ ロであると理論的には仮定できるものの、意思決定 コス トは極大 となる。多数決

は、両 コス トがほ どほどであり、その和は、独裁の外部コス トと全員一致の意思決定 コス トを

下回ると仮定できれば、多数決は、最善の意思決定規則 といえよう。にもかかわらず、多数決

では、外部 コス トがゼロではないために少数派の政策需要を満たすことはできない。 したがっ

て、極端な言い方をすれば、多数決原理に依拠す る社会は、後にみる和解型政治経済モデルに

比べて最適政策か らの逸脱度が高い といえよう。

第2の 政治の失敗 も、アローが注目した 「権威」に由来す る(Arrow1974)。 民主主義的

選挙制度 とは、シュンペータの指摘 をまつ までもな く、意思決定者の選択のための制度である。

選ばれた意思決定者は、拘束力 をもつ決定 を行 う。アローは、民主的意思決定が最適選択 を達

成できない替わ りとして、意思決定者が最適選択 を行 う可能性 を検討す る。民主的意思決定の

最適選択の不可能性の克服のために 「権威」に依存することじたいはパラ ドックスであるが、

この権威にも様々な限界がある。最 も重要 な限界は、政策決定者の行動 を支配する不確実性、

すなわち不完全 情報状態である。計画経済の失敗 は、まさし く情報の不完全 さに由来す る

(lbid.,;Riker&Ordeshook1978)。 では、 この不完全 さを克服することがで きるかといえ

ば、おそらく不可能であろう。次々に新たな条件が付加 されて、状况が変化して しまう。組織

が巨大規模になればなるほど、新 たな状况の変化に対応す るためのタイム ・ラグはそうでない

規模の組織に比べて大きくなるであろう。他方、小規模組織は、情報処理能力で巨大規模組織

に劣っている。結局は、分権 と集権 の 「適切な」組み合わせが望 ましい、 といって常識的な、

しか し未だその具体案が発見されていない結論に落ちついてしまう。

か くして権威 も失敗す る。権威による政策運営の失敗は、様々な基準から評価される。経済

学 とは異なって、政治学における 「最適」の基準は、一元的ではない。財政的には健全財政が、
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言い換えれば費用効果的には費用曲線 と便益曲線の一致点が、マ クロ経済的には完全雇用が、

満足化水準か らみれば満足最大化などが最適基準である(山 川1993;足 立1989、1994)。

政策運営 による政治の失敗の事例には事欠かない。アメリカを筆頭 としてほとんどの先進工

業国では、赤字財政や高い失業率に苦 しんでいる。市場が公共財の供給に失敗 したときに、政

治がそれを供給することができるとは限 らない。経済学者が例 にあげる公共財に 「安全」があ

るが、政策 しだいでは、安全保障に反して社会 を危機にさらす。 もっ とも 「危機」 も理論的に

は公共財である。その意味では、政治は公共財の供給に失敗 していないが、「安全」 とい う公

共財の供給には失敗 したことになる。わが国の戦後政治の大 きな失敗の一つは、新東京国際空

港の建設である。高速道路やゴミ焼却場 といった公共施設の建設には反対がつ きものである。

建設への反対 を適切に処理することが政治の任務である。だが、同空港建設に対す る反対は熾

烈であ り、1978年 になんとか開港にこぎつけたが、予定 を10年 も遅れただけではな く、全体計

画 もいまだに実現の予定が立たない。遅れによる損失、遅れたことによる機器の旧式化 による

その更新、計画の実現のために投入された人的資源などその全体の損失は計 り知れない。 この

損失は、反対への適切な対応への失敗、すなわち政治の失敗 の結果である。

政治の最大の失敗は、戦争であろう。戦争は、人的損傷はいうまで もなく、国土 と社会 を荒

廃させ る。 日本のアメ リカ とアジアでの、 ドイツの ヨー ロッパ とアフリカでの、アメリカの朝

鮮半島とベ トナムでの勝利なき戦がその典型である。

以上のような政治の失敗に対 し、われわれは、アメ リカ政治学からどのような教訓を得 るこ

とができるであろうか。

19世 紀末から100年 間のアメリカ政治学を総括 したセイデルマンの言葉 を引用 しよう。 ・

神的に規定された倫理に対立 し、あらゆる決定論に敵対す るアメ リカ政治科学の 「精神」

は、あらゆる社会現象は人間の意思 と知識に本質的に順応する、 という信念にとらえられ

ている。人類は、自らの意思に自然の諸力を従属 させたので、社会経済的過程を意図的な

選択 と目的に向けることができた。政治の科学は、以前に制御 しえなかった社会経済過程

に関す る不可欠な知識を提供 した、 とい うことを信 じざるをえない理由があった(Seidel-

man1985、 邦訳:12)。

制度論的研究であったアメリカ政治学は、自然科学 をモデル として、20世 紀初頭よ り政治研究

の科学化、および実証的な政治研究へ と大きな展開をみせ る。政治の科学化の目的は、政治に

よる社会の コン トロールにある(山 川1982;Merriam1923,1920;小 野1994)。 上記の

引用文 は、政治研究の科学化への20世 紀前半のアメリカ政治学者たちの揺るぎない自信 を表 し

ている。

しか し、この自信 も、1960年 代の黒人公民権運動、ケネディ大統領の暗殺、都市問題、ベ ト

ナム戦争などの経験を経て揺 らいでいった(Easton1969、 邦訳1976;Lowi1979)。D・

イー ス トンによるアメリカ政治学会会長演説 「アメリカ政治学における新 しい革命」で行った

従来の行動論政治学に対す る批判は、この 自信の動揺を表す ものである(Eastonop.cit.)。 こ
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第3章 文化の競争:選挙デモクラシーの限界

こでは、山川雄 巳の要約 を引用 してお こう。 イース トンは、政治学者の依拠すべ き研究の信条

として、

1)研 究においては、分析のテクニックの洗練性よ りも、えられる知識の実質的有意味性

が大切である。

2)行 動論は経験的保守主義のイデオロギー を隠 しもっている。

3)行 動論的研究は、現実問題 を回避 している。

4)政 治学はみずかちの価値的前提を自覚する必要がある。価値の研究 とその理論的展開

は、政治研究の本質的要素である。科学は没価値的であ りえない。

5)専 門的学者はすべて知識人の社会責任 をまぬがれない。 その責任 とは、文明の人間的

価値を擁護するという任務 をはたすことである。

6)知 識人は、かれの知識 を実現させ るための特別の責任 をおっている。

7)そ れゆえ、大学や学会にして も、今 日の社会的 ・政治的闘争のたんなる傍観者ではあ

りえない。知的職業の政治化は望ましい し、 また不可避的である。

(山川1982:314-5)

を指摘 し、 「六〇年代アメリカの危機 を政治学が予見す る能力をもたなかったこと、重大な社

会的 ・政治的問題 をよそに トリヴィアルな政治研究がつづ けられて」(山川 前掲書:315)い

た と批判す る。政治による社会の コン トロール をめざしてアメリカ政治学が科学化に努めてき

たが、「コン トロール」に とって重要 なことは、その 目的である。 どのような目的に向けて社

会 をコン トロールするのか。 目的は、価値に関わっている。イース トンのいうように政治研究

の科学化が 「没価値的」であったとしたら、社会は無 目的のコン トロールを受けるようなもの

で、 まさしくそれは絶望に向か うダッチロールに他 ならない。

アメリカ政治学は、 自由主義 と民主主義 という重要な価値に関わって きた。それらの重要性

は決 して損なわれてはいないばか りか、世界の政治研究 にとっても依然 として重要な価値であ

る。 自由主義 と民主主義 を制限した、あるいはそれに対立す る価値に基づ く開発独裁等の何 ら

かの政治体制 を維持す る発展途上国の民主化の可能性 を検討する政治研究は、これか らも比較

政治学の主要課題であ りつづけよう(0'Donne11&Schmitter1986)。 アメリカ政治学 も、そ

の価値 を見失 ってはいない(Pye1989)。 む しろ、アメリカ政治学は、 自由主義 と民主主義

の徹底 した実現のために努力 してきたといって も過言ではない。

しか し、 ロウィによる 「利益集団自由主義」批判にみ られるように、アメリカの現行の政治

システムは、決 して望 ましい状態にはない。アメリカの政治システムは、大企業 もしくは巨大

利益集団が政策決定 を支配する傾向にあ り(01son1965;Lowi1979;Greider1992)、 あ

る特定の社会集団が著 しく不利益を被 るシステムとなっている。 これは、政治の市場 を単独で

支配す る主体が存在するとい う意味で、独 占や寡 占によ り市場が完全競争状態から著 しく逸脱

している状况のアナロジーとして説明することがで きよう。

ロウィは、利益集団自由主義にかわる公共哲学 として 「依法的民主主義」を提唱する。それ
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は、「諸制度の内部で作用す る法の支配」であ り、 「インフォーマルなものを準則にまで高め

ることを拒否 し、現実 と理想状態との距離 を測 るものさしとしてのみ、インフォーマルなもの

を受容す る一つの公共哲学 である」(Lowi1979;邦 訳1981:412)。 彼の主張は決 して新 し

いものではない。む しろ、 「法の支配」の原則に基づいていることから民主主義の議論の伝統

に即 している。だが、彼の議論でもっとも欠けているのは、状況次第では 「法の支配」の原則

をも逸脱 しても構わないとする有権者の支持 を集めなければ、政治家が政治家た りえないとい

う 「自由民主主義」の政治制度の矛盾にある。ある選挙区のある政治家は有権者の支持 を失 っ

てまでも法の支配の原則に忠実に行動 しようとし、同じ選挙区の別の政治家は有権者の支持 を

得 るためにその原則か ら逸脱することも辞さいないとすれば、後者の当選確率のほ うが前者 よ

りも高いであろう。 したがって、政治家が法の支配の原則から逸脱 しない 「提携」を結ぶ こと

ができる制度を構想することのほうが望 ましい。私は、 ロウィの主張にも関わらず、現在のア

メリカ合衆国の政治制度では政治家が法の支配の原則に依拠 して行動することが困難である、

と考 えている。

II多 数決民主主義と合意民主主義

多極共存型民主主義を提唱したA・ レイプハル トは、R・A・ ダールの民主主義の諸原則 を

前提 として、ウェス トミンスター民主主義(多 数決民主主義)と 合意民主主義の二っの民主主

義のモデルを区別する。後者は、多極共存型民主主義が多 くの批判に直面 し、その批判に対す

る彼の答え として構成されたものである(Steiner1987)。

ダールは、民主主義の基本的な特徴 を 「政治的に平等 とみなされる市民の選好に政府が継続

的に応答す ること」(Dah11971:1)と して、それ を実現するためには、市民が三つの機会、

すなわち、

1.市 民の選好 を形作 る機会

2.個 人的お よび集合的行為 を通 じてその選好 を仲間の市民 と政府に表明する機会

3.そ の選好 を政府の行動において等 しく扱われる機会、いいかえれば、選好の内容 もし

くは担い手 を理由 として差別されることな く扱われる機会

を享受す ることができなければならない(Ibid.:2)。 これらの機会 は、民主主義 の実現のた

めの必要条件ではあって も十分条件ではない。それを保証する制度の整備があっては じめて民

主主義的政治体制が実現される。ダールは、その制度が充たすべ き要件 を以下の表にまとめる

(山川1982:139)。

レイプハル トは、ダールによる民主主義を実現する制度の8つ の要件 をさらに整理 して、要

件6ま でを 「伝統的な民主主義の 自由権」、すなわち民主主義の自由主義的要件 と、要件7と

8を 政府が市民の選好に応答的であるための もの とす る(Lijphart,1984,2)。 自由権は、

すでに民主主義の伝統をもつ社会では、社会の前提 として機能 し、その制度的偏差 もあまり見

られないが(2)、要件7・8は 、社会によっては多様な制度的偏差を示す。

たとえば、要件7「 自由かつ公正な選挙」についていえば、小選挙区制、大選挙区制、得票
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第3章 文化の競争:選 挙デモクラシーの限界

表7大 規 模 社会 に おけ る民主 主義 の要件

機 会 の要件 制 度的要件

1.選 好 の形 成1.組 織 を形成 し、参 加 す る 自由(結 社 の 自

由)

2.表 現 の 自由

3.投 票 の権 利

4.支 持 を調達 す るた めの政 治指導 者 の競争

の権 利

5.多 様 な情報 源

II.選 好 の表 明1.組 織 を形成 し、 参加 す る 自由(結 社 の 自

由)

2.表 現 の 自由

3.投 票 の権利

4.公 職 へ の被 選 出権

5.支 持 を調達 す るための政 治指導 者 の競争

の権 利

6.多 様 な情報 源

7.自 由 かつ公 正 な選挙

III.政 府行 動 におけ る1.組 織 を形 成 し、参加 す る 自由(結 社 の 自

選好 の平 等性 由)

2.表 現 の 自由

3.投 票 の権 利

4.公 職へ の被 選 出権

5.支 持 を調達 す るための政 治指 導者 の競 争

の権 利

6.多;様 な情 報源

7:自 由 かつ 公正 な選挙

8.政 府 に よ る政 策作 成が投 票 お よび選好 の

他 の 表 明に依 存す る制度

出所:Dahl1971=3

差 選 挙 、 比例 制 選 挙 な ど、 そ の 具 体 的 な 制 度 は 、 そ れ ぞ れ の社 会 の歴 史 的 、 文 化 的事 情 に よ っ

て 異 な って い る。 要 件8「 政 府 に よ る政 策 作 成 が 投 票 お よび 選 好 の 他 の 表 明 に 依 存 す る制 度 」

も そ の具 体 的 制 度 は社 会 に よ っ て 多様 で あ り得 る。 ア メ リカ合 衆 国 の よ うに ロ ビイ ス ト とい っ

た ユ ニー ク な制 度 を発 展 させ て い る社 会 も あ れ ば 、 日本 の よ うに 国 家 官 僚 機 構 に政 策 作 成 の焦

点 が あ る社 会 で は 、 官 僚 機 構 へ の 陳情 や 圧 力行 動 が 重 要 で あ る社 会 もあ る。 さ らに は 、 内 閣形

成 の仕 方 、 議 会 で の 決 定 過 程 な ど、 そ れ も社 会 に よっ て相 当 に 異 な って い る。

レ イ プハ ル トは 、1か ら8の 要 件 に 基 づ い て 制 度 化 を はか る 際 に 、 ウ ェ ス ト ミンス ター ・モ

デ ル(多 数 決 モ デ ル)と 合 意 モ デ ル(権 力 共 有 モ デ ル)の 二 つ の 民 主 主 義 の モ デ ル が 区別 さ れ

る(Lijphartop.cit.:3)。 ウ ェ ス ト ミン ス ター ・モ デ ル は、 イ ギ リス の 議院 内 閣 制 を念 頭 に

置 い た モデ ル で あ り、 そ の モ デ ル名 は 、 英 国 議 会 が ウ ェ ス ト ミン ス ター に所 在 す る こ と に 由来

す る。 合 意 モ デ ル は、 レ イ プ ハ ル ト自 身 が か つ て提 唱 した 「多極 共 存 型 民 主 主 義 」(consocia-

tionaldemocracy)を さ ら に発 展 させ た もの で あ る(Lijhart1977,1984)。
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ウェス トミンスター ・モデル

ウェス トミンスター ・モデルの本質は、多数決原理にある(Lijhart1984:4)。 その基本

的特徴は、行政権力の集権化(一 党お よび真の多数派内閣)、立法権力 と内閣支配の融合、非

対称の二院制、二政党 システム、一次元政党 システム、得票差選挙制度、単一国家制お よび集

権的政府、非成文憲法および議会の最高権力、排他 的な代表民主主義にある(LijhartIbid.:

6-9)a

各項 目を簡単に説明すれば、行政権力の集権化 とは、内閣が議会の多数派から構成され、少

数派は排除されて野党の役割を運命づけ られるシステムである。立法権力 と内閣支配の融合 と

は、内閣支配が議会の多数派か ら構成されることに加えて議会の信任に依存す るシステムであ

る。非対称の二院制 とは、議会が二院か ら構成 されるものの、各院の権限が同等ではないシス

テムである。その極端な例 は英国議会制度である。そこでは、庶民院に権限が集中してお り、

事実上一院制に近い。一次元政党 システムとは、政党の政策ポジションをイデオロギーなどの

一つの尺度の上に位置づけることがで きる政党 システムである。得票差選挙制度 とは、選挙 で

の当落が候補者が獲得 した得票の差に もっぱら依存 し、当選者が有効投票の過半数を得たかど

うか、あるいは何%を 得票 したかどうか とは無関係なシステムである。単一国家制お よび集権

的政府 とは、地方政府が国家の法律 と財政にその存立が依存 しているシステムである。非成文

憲法および議会の最高権力では、当該モデルがイギ リスを念頭に置いているために 「非成文憲

法」システムを特徴の一つに しているのは当然 として、「議会の最高権力」は、議会の構成が

主権者たる有権者の選挙 に依存 し、かつ内閣も議会の信任に依存していることか ら必然的に導

かれるシステムである。排他的な代表民主主義 とは、国民投票 などの直接民主主義的制度を全

く採用 しないシステムである。

以上の特徴は、あ くまでも理論的なものであり、実際には、そこか ら逸脱していることが多

い。たとえば、当該モデルの 「モデル」であるイギ リスをみれば、1974年 総選挙で保守党 も労

働党 も過半数 を制す ることができなかったなど、常に過半数の政党の存在が保証されているわ

けではない。 また、議会の多数派は決 して一枚岩ではな く、た とえ多数派政権 といえども議会

の信任に動揺がないとの保証 もない。イギリスの政党システムは、確かに保守党 と労働党 との

二大政党制的システムではあるが、かつての自由党、現在は労働党 を離れた社会民主党の一部

と合同した自由民主党ほかの小規模および極小規模の政党が議会に議席を占めるなど、決 して

「二政党」 システムではない(的 場1990) 。

保守党 と労働党のみであれば、イデオロギー的にも一次元政党システムであるといえようが、

他の少数政党を加えると一次元では全政党の政策ポジションを位置づけることはできない。 イ

ギリスは、文化的に同質の社会 とはいえない。スコッ トラン ド、ウェールズならびに、 とりわ

け北アイルラン ドは、イングラン ドと政治的態度 を異にしている。当地でのカ トリック系住民

による独立運動は、アイルラン ド民族主義 とカソリック対プロテスタン トとの対立 という次元

をイギ リス政治に付加することになった。これは、イギリスの分権化 を促進 し、連邦国家 とし

ての特徴を備 える方向にある。

得票差選挙制度は、イギ リスの場合には、小選挙区相対 多数決制度 として定着 している。だ
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が、 この制度には、死票が多す ぎる、あるいは40%程 度の得票率 で過半数の議席獲得がみ られ、

果たしてそれが社会の 「多数派」 といえるのか どうか、得票率で20%近 い政党が議席獲得率で

5%に も満 たないのは 「不公正」であるといった批判が近年強まっている(Butler1984:

227;Taylor1984:53)(3)。

ECは 、イギ リスの国家主権、ひいては議会 の最高権力 としての地位 を脅かし、ECへ の加

盟の是非 をめ ぐって国民投票 を実施 したことは、排他的代表民主主義の原則からの逸脱である。

以上にみたように、ウェス トミンスター ・モデルは、イギリスの多数決原理に基づ く議院内

閣制をほぼ意味す る。レイプハル トは、ヴ ァーニーの議論を整理 して議院内閣制の基本的特徴

を、内閣が議会の信任に依存すること、内閣の長が議会 で選挙 されること、内閣の連帯責任制

に求め る(Lijhart1992:2-5;Verney1979)。

合意モデル

ウェス トミンスター ・モデルは、ダールによる民主主義の必要条件 として市民に保証されな

ければならない機会の第3項 「その選好 を政府の行動において等 しく扱われる機会、いいかえ

れば、選好の内容 もしくは担い手を理由 として差別されることな く扱われる機会」と両立す る

であろうか。同モデルの本質は、 「多数決原理」にあ り、 もっとも重要なポイン トは、内閣形

成が多数派独 占で行われ、少数派がそこか ら排除され るところにある。ウェス トミンスター ・

モデルは、勝者独 占モデル ともいいかえることがで きよう。 もちろん、政権交代があるので、

勝者は常に勝者ではな く、敗者は常に敗者ではない。 また、議論 を通 じて少数派にその選好を

表明する機会 を保証 している。 しか し、少数派の不利は否めない。その不利は、第3項 の命題

と両立するであろうか(Lewis1965)。 社会の同質性 が高 く、政党間の政策選好 に極端な違

いがないところでは、その不利は、緩和 され よう。

社会の下位文化の異質性が高 く、それぞれの下位文化に従 って政治社会的に行動が組織化さ

れているところでは、すなわち多極社会(pluralsociety)で は、勝者 と敗者 との、多数派 と

少数派 との関係 は固定す る傾 向にある。ここにいう多極社会 とは、「社会が宗教、イデオロギ

ー、言語、文化、エスニック、人種に従って、 自らの政党、利益集団、通信媒体 をもつ事実上

別々の下位社会 にはっきりと分割されている社会」をいう(Lijhart1984:22;1977)(4)。

このような社会でウェス トミンスター ・モデルを採用することは、明らかに機会の第3項 に

抵触するだけではな く、少数派による分離運動 を刺激す る。合意モデルは、多極社会のための

和解型モデルである。

当該モデルの基本的特徴は、行政権 の権力共有制(大 連合)、 公式 ・非公式の権力の分立、

対称的二院制 と少数代表制、多党制、多次元的政党システム、比例代表制、地域的 もしくは非

地域的連邦制 および分権、成文憲法 と少数派拒否権である(Lijhart,1984,pp.23-30)。 これ

らは、 ウェス トミンスター ・モデル と対照 となっている。

各特徴 を簡単に説明してお こう。行政権の権力共有制(大 連合)は 、内閣形成に主要政党が

参加するシステムである。 したがって、内閣形成が勝者独 占とはならない。公式 ・非公式の権

力の分立は、議院内閣制 とは異な り行政権力 と立法権力の 「融合」のないシステムである。対
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称的二院制 と少数代表制 とは、両院が同等の権限を担い、かついずれかの院に少数派の議席 を

保証す るシステムである。両院の権限が同等であ り、いずれかの院で少数派が議席を占めてい

れば、彼 らの選好は、権力共有制 とあいまって政府の政策において完全に無視 されることはな

いであろう。多党制、多次元的政党システム、比例代表制は、相互に関連している。一般に、

小選挙区制は二政党的システムをもたらしやす く、比例代表制 は多党制 を生み出しやすい。 こ

の傾向は、社会が多様 な亀裂 を示す多極的である場合には、より顕著である。ただし、比例代

表制の意味は、社会の下位集団にその勢力に見合 った代表性 を議会に認めるところにある。地

域的もしくは非地域的連邦制および分権 は、統治の分権化 をはか るシステムである。連邦制は、

社会の下位集団に政治的自律性 を認め るシステムであるが、「非地域的連邦制」 とは、下位集

団が既存の行政区画を超えて居住 している場合に、地理的に区画 した連邦制ではな く、その下

位集団に行政区画を超えて政治的 自律性を認めるシステムである。少数派拒否権は、憲法改正

に対する拒否権 を社会の下位集団に認めるシステムであ り、これを憲法に明記す る、 したがっ

て必然的に成文憲法をもつ。

合意モデルの本質は、社会の少数派に対 して立法権力だけではな く行政権力に対 しても公式

に参加を認め るところにある。20世 紀の多 くの政治体制に共通す る傾向は、行政権力の肥大化、

もしくはその強化 にある。政治による社会のコン トロールは、行政権力に負うところが大きい。

とすれば、社会の少数派に単に立法権力だけではな く、行政権力への参加 も認める必要があろ

う。それがダールの 「機会」の第3項 の現代的意味である。

合意モデルは、ダールのいう民主主義の1か ら7の 要件 を満足する社会で、かつ政党が1つ

しか存在 しない ところを除いて、あらゆる社会に妥当するものである。

ここで多極共存型民主主義(consociationaldemocracy)を 簡単 にみておこ う。レイプハ

ル トによれば、それは、多極社会における政治的安定を実現するための政治体制であるという

(Lijphart1977:1-2)。 下位社会の 自律性が極端に高い社会に多数決原理 を厳密に適応す

ると、社会が分解 しやすい。それを回避するために、それぞれの下位社会に政治的代表権 を認

め、下位社会の指導者間で調整的意思決定を行 う。このような政治体制を多極共存型民主主義

という。 この民主主義に基づ く政治体制は、以下の ように定義 される。「第一に、そして最 も

重要な要素は、多極社会のすべ ての重要 な分節社会(segments)の 政治指導者が参加す る大

連合による統治である。 … 多極共存型民主主義の他 の三つの基本的な要素は、(1)極 め

て重要 な少数派の利益 を一段 と擁護す るもの としての相互拒否権、 もしくは 「競合 多数決」

(concurrentmajority)、(2)政 治的代表、公務員の任用、公的資金の配分の原則的規準 とし

ての比例制(proportionality)、(3)各 分節社会が固有の内部問題 を処理す るこ とについて

の高度の自律性である」(Lijphart1977:25)(5)。

合意民主主義 と多極共存型民主主義の構成要素 を対比すると、前者のほうが指摘 される要素

が多く、要素の具体的制度を考えているためにより詳細な議論 となっている。ただし、基本的

な考え方 は共通 している。すなわち、それは、権力共有の合意型統治である。
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む す び

1950・60年 代、政治発展 をキー概念とする近代化論は、アメ リカ的政治理念と制度が戦後新

たに独立 した国家のそれ として採用 されるべ きであるとの主張 した。当時、アメリカ政治学は、

アメリカ社会が世界の秩序の担い手 としての自覚 を深めていったの と並行 して、諸外国、それ

も第三世界の政治研究に も精力的に乗 り出 していった。その間、アメリカ政治学会 で行われる

会長演説で も、「比較政治学」の重要性が繰 り返 して強調された。経済学者のW・W・ ロス ト

ウが 『経済発展の諸段階』で彼が構想 した発展のゴールとしてのアメリカ ・モデル論 は極端に

して も、多かれ少なかれ、この当時の政治的近代化論 を研究のテーマ としたアメリカの政治研

究者 も、その結論にとらわれていた(Rostow1960;Wiarda1985)。

この研究 は、1970年 代以降、様々な批判にさらされる。 とりわけ、アメリカ以外の社会、い

いかえれば発展モデルの研究対象 となった社会の研究者からの 「アメリカの近代化論 を文化帝

国主義である」 とした批判が痛烈であった。本稿で主 として取 り上げたオランダの政治学者 レ

イプハル トも、アメ リカ政治学によってオランダがヨー ロッパ大陸の単なる一つの社会に位置

づけられただけではな く、アメリカか らみれば多極共存型民主主義 という 「特殊 な政治体制」

を維持 していたこと、ならびに小国であるがゆえに正確な実証的研究の対象 とされずに比較政

治学の研究対象 として等閑視 されたことが彼のオランダ研究をはじめとする非アメ リカ的社会

および非アメリカ的政治体制の研究へ と動機づけられた。

政治制度 と社会状態との間に何 らかの相関があるとすれば、アメリカ型の政治制度は、経済

的不平等 と高い相関 をもち、 もしその制度 を途上国に当てはめたとき、社会全体の経済力が低

い社会 での貧 困層の政治への不満が爆発す るであろう。その爆発をを押 さえ込んでいるのが、

アメリカ大統領制度 を模 した 「開発独裁」である。 ここに和解型モデルを検討する意義がある。

選挙制度では、政党や候補者に関する情報が有権者に完全に与えられ、その情報に基づいて

有権者が 自身の政策選好に対 して合理的に行動す ると期待されている。他方、選挙制度は、有

権者の政策選好の相対的な同質性 を前提 として発展 してきた。同質的な政策選好を選挙制度 を

通 じて議会の決定に反映することは、異質な政策選好 を同様の政治過程 を通 じて実現す るする

ことよりもはるかに容易である。 ダウンズが明 らかに した二大政党制のもとでの均衡解は、ま

さしく前者の状況が与えられて達成 されるものである(Downs1956)。 先進国では、選挙制

度そのもの をコン トロール しながら、すなわち、制限選挙か ら普通選挙へ と政治への参加者 を

コン トロールしなが ら、ダウンズ ・モデルのような政策選好の正規分布型構造 を社会に実現 し

て きたのである。このとき、異質な両極端の政策選好は、政党によって事実上無視 されても、

社会の 「大多数の中間の有権者」は、それを当然のもの として黙認する。

途上国には、政策選好の分布構造が正規分布型でないばか りか、政治参加 をコン トロールす

る条件が与 えられていない。 したがって、いかなる政策選好の非実現に対 しても社会 は不寛容

である。政治参加をコン トロールできない条件の もとでは、勝者独 占モデルのような敗者排除

型の政治体制は、政治不安 を激化 させ よう。合意型モデルこそが途上国に必要な政治制度であ

るといえよう。

本稿は、 日本特殊論やアメリカ特殊論 といった社会科学 としての敗北宣言に等しい議論が台
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頭 して い る こ とに 危 機 意 識 を抱 い た こ とが 動 機 と な っ て執 筆 され た もの で あ る。 この 小 論 の 意

図 は 、 今 後 、 自由 主 義 と民 主 主 義 の理 念 を政 治 体 制 の 引証 規 準 と して採 用 す る社 会 が 増 大 す る

で あ ろ うが 、 そ の具 体 的 な 政 治 制 度 は 、 社 会 の個 性 に 基づ い て極 め て 多様 な形 態 を もつ で あ ろ

う こ とを確 か め る こ とに あ っ た。 この 小 論 で すべ て を尽 く して い な い こ とは い う ま で もな い 。

ま た、 や や 強 引 と もい え る議 論 を して い る こ と も確 か で あ る。

次 の研 究 課 題 は 、 自由 主 義 と民 主 主 義 の理 念 を基 礎 とす る社 会 の 政 治 制 度 、 と りわ け 憲 法体

制 を類 型化 し、 そ れ ぞ れ の社 会 の 経 済 的 パ フ ォー マ ン ス の 実 際 とそ の 類 型 との 間 の 相 関 を よ り

詳 し く確 か め る こ とに あ る。 い い か えれ ば 、 各 国 の政 治 制 度 は 、 そ れ ぞ れ の文 化 の 何 らか の 集

積 の産 物 で あ り、 そ れ ぞ れ が 意 義 と欠 陥 をは らん で い る。 本 稿 で は 、 ア メ リカ を遡 上 に 乗せ た

が 、 わ が 国 を含 む ほ とん ど の先 進 国 が 何 らか の 内部 矛 盾 を抱 え 、 そ の矛 盾 が 現行 の 政 治 制 度 に

よ っ て は 克 服 され ず 、 む し ろ深 化 させ られ て い る可 能 性 が あ る。 ま た、 政 治 制 度 も、 多様 な制

度 か ら織 りな され て い る。 どの制 度 が 矛 盾 を深 化 させ 、 どの制 度 が そ れ を解 消 す る方 向 で機 能

して い るか も 検 討 の課 題 とな ろ う。 矛 盾 の解 消 の た め に どの制 度 の 導 入 が望 ま し く、 あ る い は

望 ま し くな い か を 明 らか にす る こ と、 これ が 今 後 の 課 題 で あ る。 文 化 は競 争 す る。

注

(1)"majorityrule"を 「多数決 原理」 と翻訳するこ とは誤解 を招 きか ねない。正確 には 「多数派支配」

が正 しい翻訳である。

(2)偏 差が皆無であるとはいえない。 たとえば、投票権 は18歳 か らの社会が多いが、 日本 のように20歳 の

社会 もある。選挙公職への立候補権[被 投票権]の 年齢 は社会によって まちまちであ る。

(3)テ イラーの ように、 もしイギ リスに比例代表制 を導入す る と、それ は 「少数政党がイギ リス政府をハ

イジャ ックす る」事態 を引 き起 こ し、賛成で きないと現行制度 を支持す る研究者 もいる(Taylor1984:

58)a

(4)多 極社会(pluralsociety)と 多元社会(pluralisticsociety)は 厳密 には区別 され る。両社会は、下

位文化 に基づ く下位社会 の自律 性が高 い社会 であるが、多極社会ではその 自律性が政治行動 をも規定す

るが、多元社会は政 治行動 レベ ルで下位社会 の間の境界が瞹昧 とな る社会 であ る。す なわ ち、「多極社

会 はいわば縦割 りの社会 であり、重複集団成員 を鍵 とす る多元社会の均衡化 メカニズムは作動 しない。」

(辻中1984:60)

(5)多 極共存型民主主義 に対 しては、い くつかの批判があ る。1つ は、オランダな どの多極社会 でクロス

オーバー的投票が観察 されて多元社会 に移行 してい ること(前 提 の崩壊)、 第2に 、エ リー ト支配であ

るとの指摘 がなされていること(非 民主的性格)な どの批判がある。 また、多極社会 であ るに もかかわ

らず、多数決 モデルに移行す る社会 が観察 され るな ど、 その有効性に対す る疑問 もある(辻 中1984;

石川1985;村 上1986)。
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